
（様式第２号） 

 

仕様等に対する質問・回答書 

令和８年３月１６日 

 

公 告 番 号 観第２１４号 

業   務   名 令和８年度ハレいろサイクリングルート魅力強化事業 

 

質

問

事

項 

令和 7年度に新たに登録された「ハレいろサイクルカフェ」の店舗数をご教示くださ

い。 

 

 

 

 

回 

 

答 

 

 

 

令和７年度に新たに登録された「ハレいろサイクルカフェ」は、令和８年２月末時点で 

３０店舗です。 

 

 

 

 

公 告 番 号 観第２１４号 

業   務   名 令和８年度ハレいろサイクリングルート魅力強化事業 

 

 

質

問

事

項 

令和 6年度までに登録された「ハレいろサイクルカフェ」登録店については特設サイ

ト内のハレいろサイクルカフェ登録店一覧ページ

（https://www.okayama-kanko.jp/hareiro-cycling/cafe/list.html）で確認ができま

すが、令和 7年度に登録されたサイクルカフェの店舗情報、サイクリスト向けのおすす

めメニュー・商品等については特設サイト内のどこから確認できますでしょうか。URL

をご教示ください。 

 

 

回 

 

答 

 

 

 

令和７年度に登録された「ハレいろサイクルカフェ」の情報については、現在更新作業中

であり、近日公開予定です。 

 

 



 

公 告 番 号 観第２１４号 

業   務   名 令和８年度ハレいろサイクリングルート魅力強化事業 

 

 

質

問

事

項 

仕様書（５）特設サイトの改修・更新  イ特設サイトの更新（ウ）について、既存の

「ハレいろサイクルカフェ」の登録店舗の情報更新は、特設サイト内のどちらのページ

の情報を確認・更新する想定かご教示ください。 

 

 

回 

 

答 

 

 

 

 特設サイト内の「ハレいろサイクルカフェ」登録店一覧ページ（下記ＵＲＬ）及び

Googleマップの登録情報を想定しています。 

（https://www.okayama-kanko.jp/hareiro-cycling/cafe/list.htm） 

 

 

 

公 告 番 号 観第２１４号 

業   務   名 令和８年度ハレいろサイクリングルート魅力強化事業 

 

 

質

問

事

項 

令和 7年度に運用されていた特設サイト内 Googleマップについて、「ハレいろサイ

クルカフェ」の情報は店舗名・Googleマップから提供された詳細情報（住所・電話・URL・

評価・画像）が掲載されていますが、既存店舗の確認及び新規店舗の登録については同

じ項目を想定されていますでしょうか。 

また、既存登録店の情報更新が必要になった際、「Googleマップからの詳細情報」

「Googleマップからの写真」については受託者で編集権限がないかと思われますが、ど

のように更新を行えばよろしいでしょうか。 

 

 

回 

 

答 

 

 

 

「ハレいろサイクルカフェ」既存店舗の確認や新規店舗の登録については、特設サイ

ト内の Googleマップに掲載している情報（住所・電話・URL・評価・画像）に加えて、

メールアドレス、代表者名、担当者名、電話番号、提供サービス、おもてなし内容等を

メールや電話等で店舗に確認することを想定しています。 

また、ご指摘のとおり、受託者は「Googleマップからの詳細情報」及び「Googleマ

ップからの写真」を編集する権限がありませんので、既存登録店の当該詳細情報及び写

真の情報について、更新は不要です。 

 

https://www.okayama-kanko.jp/hareiro-cycling/cafe/list.htm


 

公 告 番 号 観第２１４号 

業   務   名 令和８年度ハレいろサイクリングルート魅力強化事業 

 

 

質

問

事

項 

現行の英語・繁体字サイト内には「ハレいろサイクルカフェ登録店一覧」ページがな

く、英語・繁体字サイト内に埋め込まれた Googleマップにも「ハレいろサイクルカフ

ェ」の情報が登録されていませんが、令和 8年度も「ハレいろサイクルカフェ」につい

ては英語・繁体字サイトへの展開は行わない想定でしょうか。 

仮に令和 8年度は英語・繁体字サイトに展開を行う場合、令和 7年度までに登録され

たサイクルカフェの情報は、新規に翻訳及び情報掲載を行う必要があるという認識で合

っておりますでしょうか。 

 

 

回 

 

答 

 

 

 

令和８年度ハレいろサイクリングルート魅力強化事業業務委託仕様書５（５）ア（ア）

に記載のとおり、改修の対象は特設サイト内の既存の日本語版・英語版・繁体字版であ

り、掲載の内容については原則として、同じ内容にすることとしています。 

したがって、「ハレいろサイクルカフェ」についてもご認識のとおり、新規の翻訳を

行い、英語版・繁体字版サイトに情報を掲載する必要があります。 

 

公 告 番 号 観第２１４号 

業   務   名 令和８年度ハレいろサイクリングルート魅力強化事業 

 

 

質

問

事

項 

仕様書（5）特設サイトの改修・更新について、日本語サイトの「協力店一覧」ペー

ジ（https：//www.okayama-kanko.jp/hareiro-cycling/kyoryoku/index.html）は 2024

年 1月時点の情報、英語・繁体字サイトは 2020年 12月の情報となっていますが、令和

8年度受託者にて更新・翻訳の必要がありますか？ 

 

 

回 

 

答 

 

 

 

 令和８年度ハレいろサイクリングルート魅力強化事業業務委託仕様書５（５）ア（ア）

に記載のとおり、改修の対象は特設サイト内の既存の日本語版・英語版・繁体字版であ

り、掲載の内容については原則として、同じ内容にすることとしています。 

したがって、ご質問の「協力店一覧」についても、日本語版と同じ内容にしていただ

く必要がありますので、令和８年度の受託者において更新・翻訳を行っていただきます。 

 



 

公 告 番 号 観第２１４号 

業   務   名 令和８年度ハレいろサイクリングルート魅力強化事業 

 

 

質

問

事

項 

（２）情報発信・広報業務 

イ（ア） 実施ルートについて 

PRイベントは 3ルートすべてで実施する必要があるのでしょうか？ 

もしくは 3ルートのうち 1ルートのみで継続してイベントを実施するということでも問

題ないのでしょうか？ 

 

 

 

 

回 

 

答 

 

 

 

令和８年度ハレいろサイクリングルート魅力強化事業業務委託仕様書５（２）イ（ア）

に記載のとおり、実施対象ルートは３ルート（片鉄ロマン街道ルート・吉備路自転車道

ルート・蒜山高原自転車道ルート）としており、複数ルートで実施することも可として

います。 

したがって、１ルートのみでのイベントの継続、又は複数ルートでの実施、いずれの

提案も可能です。 

 

 


